
羽生市ぎかいだより��� 平成１７年１１月１５日 第１７２号

る
条
例

議
案
第
六
十
八
号　

羽
生
市
も
く
せ

い
の
里
条
例

議
案
第
六
十
九
号　

羽
生
市
勤
労
者

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
七
十
号　

公
益
法
人
等
へ
の

羽
生
市
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る

条
例

議
案
第
七
十
一
号　

公
益
法
人
等
に

派
遣
さ
れ
た
職
員
の
災
害
補
償
に

係
る
処
遇
の
特
例
に
関
す
る
条
例

議
案
第
七
十
二
号　

羽
生
市
部
設
置

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
七
十
四
号　

羽
生
市
在
宅
重

度
心
身
障
害
者
手
当
支
給
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
七
十
五
号　

羽
生
市
非
常
勤

消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

議
案
第
七
十
六
号　

羽
生
市
火
災
予

防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
七
十
七
号　

財
産
の
取
得
に

つ
い
て
（
一
）

議
案
第
七
十
八
号　

財
産
の
取
得
に

つ
い
て
（
二
）

議
案
第
八
十
五
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
一
般
会
計
補
正
予
算　

第

五
号

議
案
第
八
十
六
号　

羽
生
市
教
育
委

員
会
委
員
任
命
に
つ
き
同
意
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

諮
問
第
一
号　

人
権
擁
護
委
員
候
補

者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

▽
請
願

◎
十
月
四
日

請
願
第
一
号　

石
綿
対
策
を
国
に
求

め
る
請
願　
　
　
　

（
採
択
）

請
願
第
二
号　

所
得
税
増
税
に
反
対

す
る
請
願　
　
　
　

（
不
採
択
）

請
願
第
三
号　

消
費
税
増
税
に
反
対

す
る
請
願　
　
　
　

（
不
採
択
）

地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び

同
組
合
の
規
約
変
更
に
つ
い
て

◎
十
月
四
日　

認
定
・
原
案
可
決
・

同
意

議
案
第
五
十
三
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
五
十
四
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
五
十
五
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
都
市
計
画
事
業
南
羽
生
土
地

区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算

議
案
第
五
十
六
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
五
十
七
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
市
中
小
企
業
従
業
員
退
職
金

等
共
済
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算

議
案
第
五
十
八
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
市
住
宅
資
金
貸
付
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算

議
案
第
五
十
九
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
市
老
人
保
健
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算

議
案
第
六
十
号　

平
成
十
六
年
度
羽

生
市
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算

議
案
第
六
十
一
号　

平
成
十
六
年
度

羽
生
市
水
道
事
業
会
計
決
算

議
案
第
六
十
三
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
一
般
会
計
補
正
予
算
第
四

号
議
案
第
六
十
四
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正

予
算
第
一
号

議
案
第
六
十
五
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
第
一
号

議
案
第
六
十
六
号　

羽
生
市
公
の
施

設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

等
に
関
す
る
条
例

議
案
第
六
十
七
号　

羽
生
市
産
業
文

化
ホ
ー
ル
条
例
の
一
部
を
改
正
す

２
ペ
ー
ジ
か
ら　

　

羽
生
市
で
は
、「
特
別
職
の
職

員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
の
規

定
に
基
づ
き
、
各
種
審
議
会
委
員

や
委
員
会
委
員
に
報
酬
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
都
市
計
画
審
議
会
、

下
水
道
審
議
会
、
融
資
審
査
委
員

会
な
ど
に
、
市
議
会
議
員
が
議
員

の
職
と
し
て
選
任
さ
れ
て
お
り
、

他
の
委
員
と
同
様
に
、
会
議
が

あ
っ
た
場
合
に
日
額
報
酬
を
受
け

て
い
ま
す
。

　

委
員
と
し
て
報
酬
を
受
け
る
こ

と
に
つ
い
て
、
市
議
会
議
員
の
な

か
か
ら
「
市
議
会
議
員
は
、
別
の

条
例
の
規
定
で
議
員
報
酬
を
受
け

て
お
り
、
議
員
の
職
と
し
て
審
議

会
や
委
員
会
に
出
席
す
る
場
合
は
、

報
酬
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。
早
い
時
期
に
条
例

を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
い

う
提
案
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
提
案
を
受
け
、
議
会
運
営

委
員
会
で
協
議
し
、
十
月
四
日
の

本
会
議
最
終
日
に
、
議
員
提
案
と

し
て
「
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

審
議
会
・
委
員
会
等
の
報
酬
は
い
り
ま
せ
ん
。

審
議
会
・
委
員
会
等
の
報
酬
は
い
り
ま
せ
ん
。

議
員
提
案
で
一
部
改
正
条
例
を
可
決

議
員
提
案
で
一
部
改
正
条
例
を
可
決
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関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」
を
上
程
し
、
賛
成
全
員
で

可
決
し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
、
十
月
七
日
に
公

布
、
施
行
さ
れ
、
こ
の
日
以
後
、

市
議
会
議
員
が
議
員
の
職
と
し
て

審
議
会
、
委
員
会
に
出
席
し
た
場

合
は
、
報
酬
を
支
給
し
な
い
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
 
鈴  
木 
哲   
収

す
ず 
き     

入
役
の
任
期
が
本
年

さ
と
し

十
月
十
九
日
を
も
っ
て
満
了
と
な

る
た
め
、
十
月
四
日
の
本
会
議
に

お
い
て
退
任
の
あ
い
さ
つ
を
行
い

ま
し
た
。

　

鈴
木
哲
収
入
役
の
退
任
に
よ
り
、

羽
生
市
で
は
、
当
面
の
間
収
入
役

を
置
か
な
い
こ
と
と
し
、
羽
生
市

収
入
役
の
職
務
代
理
規
則
に
基
づ

き
、
会
計
課
長
が
職
務
代
理
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
委
員
の
う
ち
、 
田 た

 
中
沖 
委
員
（
教
育
委
員
長
）
の
任

な
か
お
き

期
が
十
月
十
九
日
を
も
っ
て
満
了

と
な
る
た
め
、
新
た
に 
岡  
戸 
正
憲

お
か 
ど    
ま
さ
の
り

氏
を
任
命
し
た
い
と
し
て
、
市
長

か
ら
同
意
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

市
議
会
で
は
、
同
氏
を
適
任
と

認
め
同
意
い
た
し
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
う
ち
、 
小 こ 
礒 いそ

 
正
委 
員
の
任
期
が
九
月
三
十
日
を

た
だ
し

も
っ
て
満
了
と
な
っ
た
た
め
、
引

き
続
き
同
氏
を
推
薦
し
た
い
と
し

て
、
市
長
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ

ま
し
た
。

　

市
議
会
で
は
、
同
氏
を
適
任
と

認
め
同
意
い
た
し
ま
し
た
。

収
入
役
が
任
期
満
了

収
入
役
が
任
期
満
了

に
つ
き
退
任

に
つ
き
退
任　
　
　

教
育
委
員
会
委
員
の

教
育
委
員
会
委
員
の

任
命
に
同
意

任
命
に
同
意　
　
　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

の
推
薦
に
同
意

の
推
薦
に
同
意　
　
　


